
選挙運動用自動車の設備外積載許可申請について 

１ 選挙運動用自動車に看板等を取り付ける場合は、「設備外積載許可申請書」を志布志警察署に提

出し、許可証の交付を受けてください。 

申請者は、運転者となります。運転者が複数いる場合は、運転者の代表者が申請者となります。 

選挙運動用自動車に取り付けた看板等は、許可を受けた後も、立候補届出が受理されるまでの

間は、布や紙等で隠して走行してください。 

２ 申請日等については、次のとおりです。 

 申請日時 

期日 月曜日から金曜日（休日、年末年始を除く） 

時間 午前９時から正午まで 及び 午後１時から午後４時まで 

 提出先 

志布志警察署 

 許可証交付について 

許可証は原則即日交付となりますが、申請書等の補正が必要となる場合がありますので、選

挙運動期間まで余裕を持って申請してください。 

３ 申請時に必要な書類等 

別紙参照 

４ 注意事項 

看板等を選挙運動用自動車に溶接等により直接固定することは、車体の形状の変更に当たり、

運輸支局の構造等変更検査を受けなければなりませんので注意してください。 

※ 道路交通法の規格 

  高さ・・・・・地上より3.80メートル以内 

  幅・・・・・・車の車幅を超えないこと。 

  長さ・・・・・車の長さの1.1倍の長さ。 
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